
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

一

五

六

号

積
丹
岳
に
お
け
る
山
岳
遭
難
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鉢

呂

吉

雄
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積
丹
岳
に
お
け
る
山
岳
遭
難
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
一
日
、
北
海
道
後
志
管
内
積
丹
町
の
積
丹
岳
（
以
下
「
積
丹
岳
」
と
い
う
）
に
入
山
し
た
札
幌
市

の
藤
原
隆
一
氏
（
以
下
「
男
性
」
と
い
う
）
が
死
亡
し
た
遭
難
事
故
（
以
下
「
今
回
の
事
故
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
質
問
す

る
。男

性
は
同
年
一
月
三
十
一
日
に
、
積
丹
岳
に
入
山
し
行
方
不
明
に
な
り
、
同
年
二
月
一
日
、
捜
索
に
あ
た
っ
て
い
た
救
助
隊

が
男
性
を
頂
上
付
近
で
発
見
し
た
。
し
か
し
、
男
性
を
救
助
中
に
周
辺
の
雪
が
崩
れ
、
男
性
と
救
助
隊
員
の
三
人
は
滑
落
。
そ

の
後
、
救
助
隊
員
が
男
性
を
ソ
リ
に
乗
せ
急
斜
面
を
引
き
上
げ
て
い
た
が
、
交
代
の
た
め
ソ
リ
を
一
時
樹
木
に
く
く
り
つ
け
て

い
た
と
こ
ろ
、
樹
木
が
折
れ
、
ソ
リ
は
急
斜
面
を
滑
落
、
男
性
の
行
方
は
再
び
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

同
年
二
月
二
日
に
捜
索
は
再
開
さ
れ
男
性
は
発
見
さ
れ
た
が
、
死
亡
が
確
認
さ
れ
た
。

そ
こ
で
救
助
に
あ
た
っ
た
北
海
道
警
察
（
以
下
「
道
警
」
と
い
う
）
及
び
関
係
機
関
の
遭
難
救
助
活
動
に
関
し
て
政
府
に
対

し
て
質
問
す
る
。
な
お
、
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
り
、
質
問
主
意
書
受
領
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
答
弁
さ

れ
た
い
。
ま
た
同
様
の
文
言
が
並
ぶ
場
合
で
も
、
項
目
ご
と
に
平
易
な
文
書
で
答
弁
さ
れ
た
い
。

一

山
岳
遭
難
の
概
況
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

一



（
�
）

平
成
二
十
年
の
都
道
府
県
別
の
発
生
件
数
と
遭
難
者
数
に
つ
い
て
。

（
�
）

入
山
の
主
な
目
的
と
遭
難
事
故
の
態
様
に
つ
い
て
の
概
要
。

二

事
故
の
認
識
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

今
回
の
事
故
は
ス
ノ
ー
ボ
ー
ダ
ー
の
遭
難
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
山
岳
遭
難
と
し
て
認
識
し
て
よ
い
か
。

三

山
岳
遭
難
未
然
防
止
対
策
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

今
回
の
事
故
に
お
い
て
、
男
性
か
ら
は
登
山
計
画
書
も
し
く
は
入
山
届
は
提
出
さ
れ
て
い
た
の
か
。

（
�
）

男
性
に
対
し
て
、
滑
落
等
の
危
険
箇
所
に
対
す
る
注
意
喚
起
・
指
導
等
は
、
予
め
行
わ
れ
て
い
た
の
か
。
行
わ
れ

て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
方
法
等
で
行
わ
れ
た
の
か
。

（
�
）

積
丹
岳
規
模
の
山
に
入
山
す
る
に
あ
た
っ
て
の
携
行
装
備
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
と
な
る
か
。

（
�
）

男
性
の
装
備
の
内
訳
に
つ
い
て
。

（
�
）

男
性
の
装
備
内
容
は
、
入
山
に
適
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
か
。

（
�
）

入
山
者
に
対
し
て
、
専
門
家
等
に
よ
る
携
行
装
備
内
容
の
点
検
・
注
意
喚
起
・
指
導
等
は
予
め
行
わ
れ
る
の
か
。

ま
た
今
回
の
事
故
に
お
い
て
、
専
門
家
に
よ
る
事
前
の
点
検
等
は
行
わ
れ
た
の
か
。

二



（
�
）

積
丹
岳
は
入
山
届
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
箇
所
か
。

四

通
信
手
段
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

山
岳
に
お
い
て
の
主
な
通
信
手
段
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。

（
�
）

今
回
の
事
故
は
、
ど
の
よ
う
な
通
信
手
段
を
用
い
て
通
報
さ
れ
た
の
か
。

（
�
）

今
回
の
事
故
に
お
い
て
、
救
助
隊
と
救
助
対
策
本
部
と
の
間
で
は
、
ど
の
よ
う
な
通
信
手
段
を
用
い
た
の
か
。

（
�
）

携
帯
電
話
の
普
及
に
伴
い
、
携
帯
電
話
に
よ
る
救
助
要
請
等
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
が
、
多
く
の
山
岳
で
は
通
話

エ
リ
ア
が
限
ら
れ
て
い
る
。
今
後
の
山
岳
に
お
け
る
通
信
手
段
の
充
実
策
に
つ
い
て
。

五

今
回
の
事
故
の
概
要
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

男
性
の
死
亡
を
確
認
し
た
日
時
、
死
亡
を
確
認
し
た
機
関
、
死
亡
原
因
な
ど
、
今
回
の
事
故
及
び
救
助
の
概
要
。

（
�
）

今
回
の
事
故
に
お
い
て
男
性
が
遭
難
し
た
原
因
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。

（
�
）

男
性
が
遭
難
し
た
と
の
第
一
報
の
通
報
者
、
ま
た
通
報
を
受
け
た
の
は
、
ど
こ
の
機
関
な
の
か
。
通
報
か
ら
救
助

対
策
本
部
の
設
置
及
び
救
助
対
策
本
部
が
解
散
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
、
時
系
列
的
に
答
弁
願
い
た
い
。

六

捜
索
・
救
助
に
あ
た
る
組
織
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

三



（
�
）

山
岳
遭
難
事
故
に
お
け
る
救
助
隊
の
編
成
及
び
出
動
を
発
議
で
き
る
根
拠
と
な
る
関
係
法
令
・
規
定
等
を
、
警
察

組
織
、
消
防
組
織
ご
と
に
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

今
回
の
事
故
に
お
け
る
救
助
対
策
本
部
を
構
成
す
る
公
的
機
関
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
任
務
。
ま
た
、
今
回
の
事

故
の
捜
索
・
救
助
活
動
に
参
加
し
た
民
間
団
体
等
の
名
称
と
人
的
規
模
、
現
地
に
お
け
る
役
割
任
務
に
つ
い
て
。

（
�
）

北
海
道
警
察
山
岳
遭
難
救
助
隊
規
程
（
以
下
「
救
助
規
程
」
と
い
う
）
で
は
、
隊
長
に
は
警
察
本
部
に
あ
っ
て
は

地
域
企
画
課
長
、
方
面
本
部
に
あ
っ
て
は
地
域
課
長
が
就
く
と
し
て
い
る
。
今
回
の
事
故
に
お
い
て
隊
長
の
任
に
就

い
た
者
の
所
属
機
関
名
と
役
職
名
に
つ
い
て
。

（
�
）

救
助
規
程
で
は
、
出
動
し
た
隊
の
指
揮
は
、
派
遣
先
の
警
察
署
長
が
行
う
も
の
と
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
質

問
す
る
。

�

「
隊
長
」
と
「
出
動
し
た
隊
の
指
揮
」
を
と
る
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
任
務
に
つ
い
て
。

�

今
回
の
事
故
で
、
現
場
の
指
揮
を
と
っ
た
者
の
機
関
名
と
役
職
名
。

�

山
岳
遭
難
事
故
、
と
り
わ
け
冬
山
に
お
け
る
捜
索
・
救
助
は
、
気
象
状
況
な
ど
が
急
変
す
る
こ
と
か
ら
、
極
め

て
困
難
な
中
で
の
作
業
と
推
測
さ
れ
、
瞬
時
の
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。
今
回
の
事
故
で
、
一
回
目
（
平
成
二
十
一

四



年
二
月
一
日
）
の
発
見
後
の
移
動
及
び
下
山
措
置
、
ま
た
一
度
目
の
滑
落
後
の
引
き
上
げ
措
置
に
つ
い
て
の
最
終

判
断
は
誰
が
行
っ
た
の
か
、
併
せ
て
判
断
に
至
っ
た
根
拠
に
つ
い
て
。

（
�
）

今
回
の
事
故
に
お
け
る
救
助
対
策
本
部
の
本
部
長
及
び
隊
長
、
並
び
に
出
動
し
た
隊
の
指
揮
を
と
る
派
遣
先
の
警

察
署
長
は
、
山
岳
遭
難
救
助
に
関
す
る
知
識
・
技
術
に
習
熟
し
て
い
る
の
か
。

七

自
衛
隊
へ
の
派
遣
要
請
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

今
回
の
事
故
の
捜
索
・
救
助
に
あ
た
っ
て
、
自
衛
隊
へ
の
派
遣
要
請
は
検
討
さ
れ
た
の
か
。
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
。
検
討
は
し
た
が
派
遣
要
請
に
至
ら
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
。

八

訓
練
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

過
去
、
積
丹
岳
で
山
岳
遭
難
救
助
訓
練
（
以
下
「
訓
練
」
と
い
う
）
は
実
施
さ
れ
た
の
か
。
実
施
し
て
き
た
と
す

る
な
ら
ば
、
過
去
三
年
間
の
訓
練
回
数
、
人
的
規
模
、
訓
練
構
成
団
体
、
訓
練
内
容
の
概
要
等
に
つ
い
て
。

（
�
）

男
性
が
一
回
目
（
平
成
二
十
一
年
二
月
一
日
）
に
発
見
さ
れ
た
場
所
に
お
い
て
、
訓
練
は
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
あ

る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
現
場
付
近
の
地
形
は
、
今
回
の
事
故
に
お
い
て
予
め
把
握
さ
れ
て
い
た
の
か
。
さ
ら
に
、
当

時
の
気
象
状
況
か
ら
、
そ
の
付
近
に
雪
庇
の
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
認
識
を
、
救
助
対
策
本
部
は

五



持
っ
て
い
た
の
か
。

（
�
）

男
性
の
捜
索
に
あ
た
っ
て
い
た
道
警
機
動
隊
員
は
、
道
警
山
岳
遭
難
救
助
隊
に
所
属
す
る
者
か
。
ま
た
、
過
去
三

年
間
に
お
け
る
、
山
岳
遭
難
救
助
に
関
す
る
訓
練
内
容
（
訓
練
を
実
施
し
た
場
所
、
訓
練
回
数
）
な
ど
、
そ
の
概
要

に
つ
い
て
。

九

気
象
状
況
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

男
性
を
一
回
目
（
平
成
二
十
一
年
二
月
一
日
）
に
発
見
し
た
と
き
の
、
気
象
状
況
に
つ
い
て
。

十

事
実
関
係
の
確
認
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

平
成
二
十
一
年
二
月
二
日
付
の
新
聞
各
紙
の
報
道
に
よ
る
と
、
北
海
道
新
聞
、
読
売
新
聞
、
朝
日
新
聞
は
、
「
倒
れ
て
い

る
と
こ
ろ
を
発
見
」
と
し
て
い
る
が
、
毎
日
新
聞
は
「
雪
山
に
簡
易
テ
ン
ト
を
張
っ
て
ビ
バ
ー
ク
し
て
い
た
藤
原
さ
ん
を
発

見
」
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
報
道
が
正
し
い
の
か
。

十
一

措
置
判
断
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

（
�
）

男
性
を
一
回
目
（
平
成
二
十
一
年
二
月
一
日
）
に
発
見
し
た
後
、
意
識
が
も
う
ろ
う
と
し
て
い
る
に
も
関
ら
ず
、

移
動
・
下
山
の
措
置
を
取
っ
て
い
る
。
同
所
に
お
い
て
ビ
バ
ー
ク
（
露
営
）
の
措
置
の
検
討
は
さ
れ
た
の
か
。

六



（
�
）

男
性
を
一
回
目
に
発
見
し
た
後
、
男
性
と
救
助
隊
員
は
滑
落
（
一
度
目
）
。
そ
の
後
、
男
性
を
救
助
用
ソ
リ
に
乗

せ
、
斜
面
を
上
り
は
じ
め
た
が
、
救
助
作
業
の
交
代
の
た
め
に
一
時
、
ソ
リ
の
ロ
ー
プ
を
樹
木
に
く
く
り
つ
け
た
と

こ
ろ
、
木
の
枝
が
折
れ
、
ソ
リ
は
滑
落
（
二
度
目
）
し
た
と
い
う
。
一
度
目
の
滑
落
現
場
付
近
で
の
ビ
バ
ー
ク
に
よ

る
措
置
は
検
討
さ
れ
た
の
か
。

（
�
）

悪
天
候
の
中
、
救
助
隊
員
も
滑
落
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
な
状
況
の
中
で
、
男
性
を
ソ
リ
に
乗
せ
て
移
動

す
る
こ
と
は
、
極
め
て
危
険
と
い
う
専
門
家
の
指
摘
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
、
政
府
の
所
感
を
伺
う
。

十
二

遺
族
へ
の
対
応
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

遺
族
に
対
す
る
説
明
・
謝
罪
は
行
わ
れ
た
の
か
。
行
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
誰
が
行
い
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
。
行
っ
て

い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
。

十
三

救
助
の
適
否
に
つ
い
て
答
弁
願
い
た
い
。

二
次
遭
難
の
被
害
は
出
な
か
っ
た
が
、
男
性
は
命
を
失
い
、
救
助
隊
員
も
遭
難
し
か
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
救
助
は
失
敗

で
は
な
か
っ
た
の
か
、
政
府
の
所
感
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

七


